
 

茨城県交通死亡事故連続ゼロ市町村表彰要項 

 

１ 目 的 

  この要項は、市町村における交通安全対策に尽力した結果、交通死亡事故の抑止に顕著な功

績のあった市町村を表彰し、本県の交通死亡事故の減少に向けた更なる意識の高揚を図ること

を目的とする。 

２ 表彰の対象 

  管内の交通死亡事故ゼロを達成した市町村 

３ 表彰を行う者及び表彰の方法 

  表彰は、茨城県交通安全対策会議会長が表彰状を授与して行う。 

４ 授与の基準 

 （１）連続ゼロ表彰 

   次の基準を満たした市町村について表彰する。 

区分 達成期間（連続して交通死亡事故ゼロ） 

人口２０万人以上の市 ２５０日連続して交通死亡事故がゼロ 

人口１０万人以上２０万人未満の市 ４００日連続して交通死亡事故がゼロ 

人口３万５千人以上１０万人未満の市町村 ８００日連続して交通死亡事故がゼロ 

人口１万人以上３万５千人未満の市町村 １０００日連続して交通死亡事故がゼロ 

人口１万人未満の町村 １２００日連続して交通死亡事故がゼロ 

    区分の欄の人口については、各年度の常住人口調査（１０月１日現在） 

（２）その他の基準 

 ① 達成期間の始期は、交通死亡事故の翌日から起算し、達成時期は当該達成期間満了日と

する。 

 ② 達成基準の申告は、達成市町村が行うものとし、茨城県交通安全対策会議事務局が確認

する。 

③ 表彰を行うのは、交通死亡事故連続ゼロ日数の継続期間中一度とする。ただし、交通安

全対策会議会長が認めた場合には、この限りでない。 

④ 市町村の合併があった場合は、合併した当該市町村で最も直近の交通死亡事故発生日の

翌日から起算する。 

 

附 則 

（１）この要項は、平成８年７月１日から施行する。 

（２）施行日以前の交通死亡事故連続ゼロ日数を加算する。 

附 則 

（１）この要項は、平成１６年４月１日から施行する。 

（２）施行日以前の交通死亡事故連続ゼロ日数を加算する。 

附 則 

（１）この要項は、平成２９年４月１日から施行する。 

（２）施行日以前の交通死亡事故連続ゼロ日数を加算する。 

附 則 

   この要項は、令和５年４月１日から施行する。 

 附 則 

（１）この要項は、令和８年１月１日から施行する。 

（２）施行日前の交通死亡事故連続ゼロ日数を加算する。 
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   交通死亡事故連続ゼロ市町村表彰の基準達成について 

 

 茨城県交通死亡事故連続ゼロ市町村表彰要項（以下要項という。）に基づく基準について、

下記のとおり達成したので申告します。 

 

記 

 

１ 交通死亡事故発生日 

      年  月  日 

 

２ 交通死亡事故連続ゼロ起算日 

      年  月  日 

 

３ 交通死亡事故連続ゼロ基準達成日 

      年  月  日 

 

４ 達成した基準の内容 

  （１）要項第４条第１項 

（２）達成した期間 

          ○○○日間 

 

（基準達成申告様式の例） 


